
令和６年度 第７回定例記者懇談会 次第 

日時：令和６年１０月３日（木）午後３時００分～ 

場所：岩滝保健センター ２階 会議室     

 

１ 開 会 

 

２ 町長からの報告 

（１）令和６年９月定例会の振り返りについて 

 

 

（２）リユース事業「ちょこっとリユース」の実施について          （資料１） 

 

 

（３）国重要文化財「大風呂南１号墓出土品」特別展示について        （資料２） 

 

 

（４）「令和の大修理」竣工５周年記念事業の開催について           （資料３） 

 

 

（５）防災訓練ならびに消防防災フェアの実施について            （資料４） 

 

 

（６）地域安全パレードの実施について                   （資料５） 

 

 

（７）ふるさと納税によるまちづくり活動団体の応援について         （資料６） 

 

 

（８）新型コロナウイルス感染症予防接種の実施について           （資料７） 

 

 

（９）アベリスツイス訪問団との「誓いと慰霊の祭事」の実施について     （資料８） 

 

 

（１０）第１回与謝野町特別職報酬等審議会の開催について          （資料９） 

 

 

（１１）今後の行事予定などについて                    （資料１０） 

 

 

３ 閉 会 

※次回の定例記者懇談会について １０月末開催予定（確定しだいご案内します） 



Press Release 

報道各社 御中 

 

令和６年１０月３日 

与 謝 野 町 

 

与謝野町リユース事業「ちょこっとリユース」を実施します 

～使わなくなったものが誰かの役立つものに～ 

 

与謝野町では、令和３年度に宮津市と共同宣言した気候非常事態宣言の取り組みの一環と

して、町内ご家庭のまだ使える不用品がごみとして排出されるのではなく、再使用（リユー

ス）されることで、ごみ量を削減するとともに資源循環型社会への転換に向け、町民のライ

フスタイルを見直し、社会生活や産業活動における省エネルギーの推進を図るため、与謝野

町リユース事業「ちょこっとリユース」を実施しますのでお知らせします。 

 

１．日時 

  令和６年１０月１８日（金）～２７日（日）の１０日間 

いずれも、午前１０時～午後３時 

２．場所 

旧与謝小学校 体育館（住所：与謝野町字滝４６８番地） 

３．取り扱い品目 

  取り扱うリユース品は、食器類・衣類・玩具・楽器・工具・家具類（大型でないもの）

です。詳細は、チラシおよび持込基準をご確認ください。 

また、１０月２６日（土）、２７日（日）のみフードドライブ（家庭などでの手つかず食

品を持ち寄り必要とされるところに提供する活動）を行います。 

４．その他 

  町外の方は持ち帰りのみしかできません（持ち込み不可）。 

また、最終日（１０月２７日(日)）は、町内の方も持ち帰りのみしかできません。 

※フードドライブは、最終日も持ち込み可能 

５．過去の実績（リユース率は、業者買取分も含む） 

年度 持ち込み量 引き渡し量 リユース率 

令和５年度 ９，２０８ｋｇ ７，４９６ｋｇ ８１．４％ 

令和４年度 ５，１３２ｋｇ ３，６５４ｋｇ ７１．２％ 

 

問い合わせ先 

農林環境課 地球温暖化対策室 

担当：糸井 

電話：０７７２‐４３‐９０２３ 

資料１ 

＜昨年度の様子＞ 
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会場

「自分はもういらないけど、

まだ十分に使えるもの」を

お持ち込みください。

ゴミを削減するためリユース品

の無料交換を行います。

まだ使えるものを
全部ゴミにするのは

もったいないな…

品物の持ち込み、持ち帰りにお越しください

旧与謝小学校体育館
所在地 与謝野町字滝468

最終日の10/27（日）は持ち込みは
できず、持ち帰りのみの日となりますの

でご了承ください。
※フードドライブを除く

会場（体育館）では品物の計測の
ため多少お時間をいただく場合

があります。

注意事項が裏面にあります0772-43-9023
－ お問い合わせ －
与謝野町農林環境課
地球温暖化対策室

「ちょこっとリユース」のお知らせ

❖持ち込みのみ、持ち帰りのみでも参加できます。

❖品物の返品はできません。

❖品物は汚れや不良の場合があることをご了承ください。

❖不都合や事故等が生じても町は一切の責任を負いません。

❖町外の方は持ち帰りのみとなります（持ち込みできません）
令和６年

10:00 ▶15:00１０/１８ 〜１０/２７金 日

与謝野町リユース事業

～使わなくなったものが誰かの役立つものに～
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食器・キッチン用品 工具

持ち込みできるもの

持ち込みできないもの
家電製品 冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、エアコン、テレビ(ブラウン管、液晶、プラズマ)など

蛍光灯・電池類 蛍光灯・乾電池、バッテリー・バッテリー内蔵機器など

個人情報機器 パソコン、携帯電話、スマートフォン、タブレットなど

危険物等 危険物類（油類、火薬類の発火物、燃料缶）、土類、がれき、液体など

部品がそろっているもの
分解していないもの

腐食、変形していないもの
サビや汚れ、非通電もOK

ゲーム機、ゲームソフト、フィギュア、
ミニカー、プラレール、ぬいぐるみ、

知育玩具、乗用玩具等

食器、コップ、スプーン、フォーク、鍋、
フライパン、やかん、調理器具等

部品がそろっているもの
傷・破損・カビ・汚れがないもの

カラーボックス、テーブルイス、
ソファ、本棚、食器棚、照明器具

置時計、掛け時計等

手工具、電動工具、
電動ドリル、グラインダー、
サンダー、草刈り機、道具箱等

割れ、欠け、ひびのないもの
カビ・サビがないもの

再使用可能なもの
カビ、サビ、破損がないもの

アクセサリー、腕時計、鞄、財布、
スポーツ用品、楽器、
アウトドア用品、

ガーデニング用品等

家具・インテリア

雑貨

おもちゃ

①まだ十分に使えそうですか？

②壊れや破れ、欠品、ひどい汚れやカビはありませんか？

③持ち込みできるものか再度ご確認ください。
注意点

お持ち込み基準の
詳細はこちら

「次の人がそのまま使えて、

使うのに不自由しないもの」

をお持ちください。

リユース品には
次に使う方が
いらっしゃいます。

与謝野町リユース事業

＊持ち込み基準の詳細は与謝野町ホームページに掲載しています。

きれいなもの やぶれ、シミ、
過度な毛玉のないもの

衣類、カバン、ベルト、サングラス
帽子、ネクタイ、メガネ、髪飾り

靴、肌着、靴下、着物、水着、
制服、体操着、ユニフォームは
受付できません

衣類・ファッション雑貨

ちょこっとリユース

大人が一人で持ち込める程度の家具
とします。

期間限定 フードドライブ の開催 10/26と10/27のみ ※持ち込みのみ

お米、玄米、菓子類、乾物（そば・パスタ等）、調味料、缶詰、粉ミルク、離乳食
などで賞味期限が1か月以上あり、未開封のもの。

生鮮食品、冷蔵・冷凍食品などの温度管理が必要なもの、賞味期限の記載の無いもの、手作りのもの
や、すでに開封されているものなどは受付できません。 大量の持ち込みもお断りする場合があります。

※ フードドライブとは・・・家庭などでの手つかず食品を持ち寄り必要とされるところに提供する活動です。
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持ち込み基準
リユース品回収・交換会

食器・キッチン用品

工具

家具・インテリア

ゲーム・玩具

雑貨・その他

衣類
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食器・キッチン用品

・皿
・茶碗
・コップ
・スプーン
・フォーク
・金属製の箸
・その他の食器

・漆器
・包丁
・鍋
・フライパン
・やかん
・その他の調理器具

・綺麗なもの

・使用感が目立たないもの

・洗えば落ちる汚れは可

・破損,欠け,ヒビが無いもの

・割れている、欠けている

・破損している

・亀裂がある

・ひどい汚れがある

（茶渋,落ちそうにない水垢、退色等）

・木製でかびがはえている

・さびている

持ち込みできる 持ち込みできない
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工具
■手工具
・トンカチ
・のこぎり
・くわ
・かま
・剪定ばさみ
・ドライバー

■電動工具
・電動のこぎり
・インパクトドライバー
・電動ドリル
・サンダー
・グラインダー
・草刈り機
・道具箱

・基本的に全て持ち込み可

・サビや汚れがあっても可

・非通電でも可

・コードが切れていても可

・腐食している

・変形している

・分解されている

持ち込みできる 持ち込みできない

6



家具・インテリア

・タンス
・チェスト
・テーブル
・イス
・ソファ
・本棚

・鏡台
・食器棚
・照明器具
・置物
・置時計
・掛け時計

・部品が揃っているもの

・綺麗なもの

・タンスは古いものも可

・一人で持ち運びができる

程度の大きさのもの

・欠品がある

・目立つ傷や破損がある

・カビ、汚れがある

・サビがひどい（多少は可）

・色褪せている

・一人では持ち運びできない

持ち込みできる 持ち込みできない
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ゲーム・玩具

・ゲーム機
・ゲームソフト
・フィギュア
・ミニカー

・つみき
・ぬいぐるみ
・知育玩具
・乗用玩具

・部品が揃っているもの

・分解していないもの

・通電は不問

・欠品がある

・破損がある

・色褪せがある

・破れている

・布部分が汚れている

・日本人形、はく製

持ち込みできる 持ち込みできない
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雑貨・その他

・アクセサリー
・腕時計
・服飾雑貨
・釣具
・ヘッドホン
・ヘルメット
・楽器

・スポーツ用品
（バット、ラケット、ボール等）

・アウトドア用品
・キャンプ用品
・ガーデニング用品
・壺
・置物

・再使用可能なもの
・カビている

・錆びている

・破損がある

・劣化している

・欠品がある

・スキー用品

持ち込みできる 持ち込みできない
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衣類

婦人・紳士・子ども向けの衣類

・やぶれがある

・しみがある

・過度な毛玉がある

・肌着

・靴下

・水着

持ち込みできない

・きもの

・学校制服

・ユニフォーム

・体操着

・くつ

・スリッパなどの履物
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Press Release 

報道各社 御中 

 

令和６年１０月１６日 

与 謝 野 町 

 

国重要文化財「大風呂南１号墓出土品」を特別展示します 
～「ガラス釧（くしろ）・銅釧などほぼ全品を特別公開～ 

 

与謝野町では、国重要文化財「大風呂南１号墓出土品」を以下のとおり特別展示します。

国重要文化財「大風呂南１号墓出土品」には、原丹後王の活躍を物語る多彩な副葬品があり

ます。例年、文化の日（１１月３日）を基準としたその前後２週間の計約１ヵ月間に、その年

ごとに出土品を選定して公開していますが、今年はガラス釧・銅釧などほぼ全品を特別公開

します。 

 

１．会期 

令和６年１０月２２日（火）～１１月１７日（日） 午前９時～午後５時 

【休園日】１０月２８日（月）、１１月５日（火）、１１日（月） 

※原則毎週月曜日が休園ですが、１１日４日（月）は特別に開園し翌日を休園します 

 

２．会場 

与謝野町立古墳公園内 はにわ資料館展示室 

【入園料】一般３００円・小中学生１５０円 

 

３．内容 

原丹後時代の弥生王墓「大風呂南１号墓」の多彩な副葬品「ガラス釧・銅釧」などほぼ

全品を特別公開します。 

問い合わせ先 

社会教育課 文化財保護係 

担当：加藤 

電話：０７７２‐４３‐９０２６ 

資料２ 
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重要文化財「京都府大風呂南 1号墓出土品」特別公開

    ※休園日 ：10月 28 日、11 月５・１１日 

会場 与謝野町立古墳公園はにわ資料館 

    入園料 一般 300 円、小中学生 150 円 

〒629-2411 京都府与謝郡与謝野町字明石 2341 ℡0772-43-1992

主催 与謝野町教育委員会 
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Press Release 

報道各社 御中 

 

令和６年１０月３日 

与 謝 野 町 

 

「令和の大修理」竣工５周年記念事業を開催します 

～よみがえった旧加悦町役場庁舎をお披露目～ 

 

与謝野町では、旧加悦町役場庁舎について、歴史的・意匠的・文化財的な価値のみならず、

構造的な価値を尊重し、建築当時の技術と工法を生かす構造補強と耐震補強「令和の大修理」

を行い、継続して保存・活用しています。 

この「令和の大修理」を終えた旧加悦町役場庁舎が、２０２０年３月の竣工から本年度で

５年を迎えるため、以下のとおり記念事業を開催しますのでお知らせします。ぜひご取材い

ただきますようお願いします。 

当日は、工事に向けた調査研究から、修理等において重視した内容、調査中の苦労話など

について専門家からお話しいただきます。また、旧加悦町役場庁舎の各場所から「よみがえ

った旧加悦町役場庁舎」のお披露目や、地域防災のお話などをしていただきます。 

 

１．開催日時、内容、会場など 

  ●第 1部 

日時：令和６年１１月１６日（土）午後１時３０分～５時 

内容：保存活用改修工事に関する講演会 ～「令和の大修理」を徹底探求～ 

「令和の大修理」に至る経過と旧加悦町役場庁舎の歴史、耐震性、健全性、

防火などに関する調査研究、修理・耐震補強方法などについて解説。 

会場：旧加悦町役場庁舎 ２階 旧議場 

定員：５０人 

  ●第２部 

日時：令和６年１１月１７日（日）午前１０時～正午 

内容：旧庁舎やちりめん街道での現地解説 ～体感する大修理と地域防災～ 

建築当時の雰囲気がよみがえった２階旧議場の格縁天井、耐震補強のため

新設した鉄骨梁、その他の耐震補強などについて、構造模型も用いながら

詳しく解説。 

また、ちりめん街道に設置されている「まちなみ消火器」から地域防災に

ついて考え、国指定重要文化財となった旧尾藤家住宅を見学。 

会場：旧加悦町役場庁舎、ちりめん街道、旧尾藤家住宅 

定員：４０人 

 

２．主催・協力 

【主催】与謝野町、与謝野町教育委員会 

【協力】与謝野町観光協会、ちりめん街道を守り育てる会 

 

資料３ 
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Press Release 

報道各社 御中 

 

令和６年１０月３日 

与 謝 野 町 

 

３．申し込み 

参加には申し込みが必要です（参加費無料）。 

令和６年１０月３０日（水）までに、以下のいずれかの方法でご応募ください。 

※１１月１７日（日）は、希望者に「丹後ばら寿司セット」をご用意します（有料） 

●参加申込先 

 与謝野町役場産業観光課 

  電 話：０７７２‐４３‐９０１２ 

  メール：sangyokanko@town.yosano.lg.jp 

  ＷＥＢ：二次元バーコードから 

 

 

 

｜旧加悦町役場庁舎 

１９２７年の北丹後地震で倒壊し１９２９年に建て直された、木造総２階建ての建造物。 

耐震性と耐火性を高めるため、外壁を鉄網モルタル壁とし、２階の大梁は方杖で補強す

るなど、当時の最新の技術・工法が採用された、昭和初期の建築技術を知る上で貴重な

建造物。１９９７年には、京都府指定有形文化財に指定。 

 

＜申込フォーム＞ 

問い合わせ先 

産業観光課 観光振興係 

担当：妹尾 

電話：０７７２‐４３‐９０１２ 
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Press Release 

報道各社 御中 

 

令和６年１０月３日 

与 謝 野 町 

 

＜昨年度の様子＞ 

与謝野町防災訓練ならびに消防防災フェアを行います 

～地震想定とし、各自が訓練の中で安全行動を実践～ 

 

与謝野町では、住民の防災意識の高揚と防災関係機関の連携強化、防災体制の強化を図る

ことを目的に、地震想定の防災訓練ならびに消防防災フェアを以下のとおり実施しますので

お知らせします。 

 

■防災訓練 

１．日時 

令和６年１０月２０日（日）午前９時～正午 

※午前９時に訓練開始（地震発生）のサイレンを吹鳴 

２．訓練対象 

全町民 

３．内容 

サイレン吹鳴に合わせ住民各自で地震時の安全行動（身 

を守る、火元確認、初期消火、出口の確保、家族の安否 

確認等を行い屋外へ避難）をとる。 

■消防防災フェア 

１．日時 

令和６年１０月２０日（日）午前９時４５分～１１時３０分 

２．会場 

岩滝体育館（住所：与謝野町字岩滝８６１番地２） 

３．内容 

消防防災関係機関による消防防災体験ブースの開設。 

①救助工作車資機材操作体験 ②煙体験（煙ハウス） ③高所作業車体験 ④消火体験 

⑤家庭用備蓄資機材の展示 ⑥住宅耐震事業の紹介 

⑦防災サークルによる防災カードゲーム ⑧その他防災資機材の展示 

問い合わせ先 

総務課 防災危機管理対策室 

担当：小牧 

電話：０７７２‐４３‐９０１１ 

資料４ 
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令
和
６
年
１
０
月
２
０
日
（
日
）

与
謝
野
町
防
災
訓
練
を
行
い
ま
す

～
町
民
の
み
な
さ
ま
の
ご
参
加
を
お
願
い
し
ま
す

～

【
訓
練
の
流
れ
】

【
訓
練
の
目
的
】

地
震
発
生
時
に
あ
せ
ら
ず
行
動
で
き
る
よ
う
、

各
自
が
訓
練
の
中
で
安
全
行
動
を
実
践
し
ま
す
。

住
民
及
び
区
、
防
災
関
係
機
関
が
一
体
と
な
っ
た
訓
練
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、

住
民
の
防
災
意
識
の
高
揚
と
防
災
関
係
機
関
の
連
携
強
化
、
防
災
体
制
の
強
化
を
図
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
実
施
し
ま
す
。

1
0
月
2
0
日
（
日
）

消
防
防
災
フ
ェ
ア
を

開
催
し
ま
す
（
岩
滝
体
育
館
）

１
０
月
２
０
日
（
日
）
は
、
岩
滝
体
育
館
を
会
場
と
し
て
防
災
に
関
連
し
た
各
種
体
験

ブ
ー
ス
、
展
示
ブ
ー
ス
を
開
設
し
ま
す
。

避
難
訓
練
の
後
に
は
、
岩
滝
体
育
館
に
ぜ
ひ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

会
場
：
岩
滝
体
育
館
周
辺
（
与
謝
野
町
字
岩
滝
8
6
1
-
2
）

日
時
：
令
和
６
年
１
０
月
２
０
日
（
日
）

9
：
4
5
～
1
1
：
3
0
ま
で

ブ
ー
ス
紹
介
：

◆
煙
体
験

◆
A
E
D
操
作
体
験

◆
高
所
作
業
車
体
験

◆
住
宅
耐
震
事
業
の
紹
介

◆
避
難
所
資
機
材
の
展
示

◆
消
火
体
験

◆
家
庭
用
備
蓄
資
機
材
の
展
示

◆
災
害
用
伝
言
ダ
イ
ヤ
ル
「
1
7
1
」
体
験

◆
防
災
カ
ー
ド
ゲ
ー
ム

ほ
か

９
：
０
０

９
：
４
５

１
２
：０
０

地
震
発
生
（
震
度
６
弱
）

○
サ
イ
レ
ン
吹
鳴
（
訓
練
開
始
放
送
）

○
住
民
各
自
が
一
次
避
難
場
所
へ
避
難

（
隣
組
ご
と
の
集
合
場
所
に
参
集
）

○
避
難
完
了
後
は
各
隣
組
か
ら
区
へ
避
難
者
数

（
参
集
者
数
）
報
告

○
区
が
個
別
に
訓
練
実
施
さ
れ
る
場
合
は
参
加
し
て
く
だ
さ
い

（
※
開
始
時
間
や
内
容
は
区
か
ら
お
知
ら
せ
が
あ
り
ま
す
）

○
区
か
ら
町
に
避
難
者
数
（
参
集
者
数
）
を
報
告

○
岩
滝
体
育
館
を
会
場
に
防
災
体
験
ブ
ー
ス
を
開
設

し
ま
す

（
※
9
:4
5
～
1
1
:3
0
ま
で

ど
な
た
で
も
参
加
で
き
ま
す
）

○
町
か
ら
訓
練
終
了
の
放
送

９
月

各
戸
配
布

協
力
機
関

各
区
（
自
主
防
災
組
織
）
、
与
謝
野
町
消
防
団
、
宮
津
与
謝
消
防
署
、
京
都
府
L
P
ガ
ス
協
会
宮
津
与
謝
支
部
、
大

槻
ポ
ン
プ
工
業
K
K
、
関
西
電
力
送
配
電
（
株
）
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
フ
ィ
ー
ル
ド
テ
ク
ノ
京
都
営
業
所
、
防
災
マ
マ
サ
ー
ク
ル

ま
ま
も
り
っ
こ

発
行
：
町
総
務
課
防
災
危
機
管
理
対
策
室
電
話
４
３
－
９
０
１
１

想
定
は
地
震

与
謝
野
町
で
震
度
６
弱
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Press Release 

報道各社 御中 

 

令和６年１０月３日 

与 謝 野 町 

 

＜昨年度の様子＞ 

与謝野町地域安全パレードを実施します 
～全国地域安全運動期間における防犯啓発事業～ 

 

与謝野町防犯推進協議会では、全国地域安全運動期間（１０月１１日～２０日）に地域安

全に関する防犯啓発を行い、住民に地域安全の意識を普及させ、犯罪のない明るい町づくり

を推進することを目的として、以下のとおり地域安全パレードを実施しますのでお知らせし

ます。 

 

１．日時 

令和６年１０月１３日（日） 午後１時３０分～午後３時 

２．実施場所 

パレード経路：与謝野町役場加悦庁舎 → ちりめん街道 → 与謝野町役場加悦庁舎 

式 典 会 場 ：与謝野町役場加悦庁舎 

３．参加者予定者 

与謝野町防犯推進協議会委員、京都府警音楽隊、カラーガード隊、宮津警察署員、 

平安騎馬隊 ほか 計約２００人 

４．実施内容 

内容 時間 場所 

パレード 午後１時３０分～ 
加悦庁舎⇒ちりめん街道 

⇒加悦庁舎 

式 

典 

来賓等あいさつ 午後２時００分～ 

加悦庁舎 
音楽隊演奏 

カラーガード隊演技 
午後２時１０分～ 

警察犬紹介コーナー 

パトカー展示等 
午後３時００分まで 

※雨天の場合は、パレード・式典の一部を中止します 

※台風等の荒天時は全行事を中止します 

問い合わせ先 

総務課 防災危機管理対策室 

担当：田中 

電話：０７７２‐４３‐９０１１ 

資料５ 
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地域安全パレード経路図

加悦地域公民館

加悦交番

加悦小学校

加悦地区公民館

カ
ラ
ー

ガ
ー
ド
隊

音
楽
隊

隊列図

協議会委員

参加者

横
断
幕

パトカー

平
安
騎
馬

隊
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Press Release 

報道各社 御中 

 

令和６年９月２４日 

与 謝 野 町 

 

【再配布】 

ふるさと納税でまちづくり活動団体を応援します！ 

～新たな特定指定事業を追加、今年度は４団体を使途指定先に登録～ 

 

与謝野町では、「与謝野町ふるさとまちづくり活動応援補助金」を創設しました。 

ふるさと納税の使途に、新たな特定指定事業として「まちづくり活動団体応援プロ

ジェクト」を追加（令和６年度は４団体を使途指定先に登録）し、１０月１日（火）

から団体指定の受け付けを開始しますので、周知をお願いします。 

 

１．制度の概要 

（１）目的 多様な主体による協働のまちづくりの推進の取り組みの一環として、ま

ちづくり活動団体が行う地域の課題解決に向けた自主的な取り組みを

資金面から支援する。 

（２）内容 地域づくり活動に対する寄附を与謝野町のふるさと納税制度を活用して

募集し、集まった寄附金をまちづくり活動団体が行う事業等に活用しま

す。あらかじめ登録した団体を指定して集まった寄附金は、翌年度以降

申請により寄附額の合計額の２分の１に相当する額を上限に、補助金と

して交付します。 

 

２．令和６年度の登録団体紹介 

  【別紙】のとおり 

※各団体の団体申請書・収支計画書は町ホームページに掲載しておりますので、詳細に

ついてはホームページをご確認ください 

 

３．その他 

特定指定事業のうち、平成２７年度から与謝野町の自治会２４区を指定できる

「ふるさと応援プロジェクト」も受け付けしております。 

地区でのこれまでの活用レポートをホームページで公開しておりますので、頑張

る自治会への支援についても、併せて周知をお願いいたします。 

問い合わせ先 

企画財政課 地域協働係 

担当：吉本 

電話：０７７２‐４３‐９０１５ 

資料６ 
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【別紙】 令和６年度の登録団体紹介 

 

団体名・活動概要 活動風景 

「ＮＰＯ法人 自立支援たんぽぽ」 

「ひきこもり等、生きづらさに苦しむ若者

達とその家族への支援」を活動目的として、 

「相談・訪問・学習生活支援・居場所活動・

椿油事業等就労支援」などを実施していま

す。寄附金の活用先は、「ひきこもり回復支

援として地域の天然資源『椿の実』を活用し

た就労支援事業」「就労先との連携事業」等

を予定しています。 

 

【『椿の実』を活用した就労支援事業の様子】 

「ままもりっこ」 

「子育て世代の居場所づくり、防災啓発活

動」を活動目的として、「防災の知識や学び

を提供し、未来の防災リーダーを育成する」

活動を実施しています。寄附金の活用先は、

「小学生や未就学児・その保護者を対象とし

た防災教室の開催」「地域特性を活かした防

災のお話を伝えるエプロンシアターの作成」

等を予定しています。 

 

【エプロンシアターによる防災啓発の様子】 

「一般社団法人 satoyamaにこちゃん」 

「子どもから高齢者まで誰でも利用でき

る居場所の運営」を活動目的として、「子ど

もから高齢者まで誰でも利用できる居場所

『satoyamaにこちゃん』の運営」などを実施

しています。寄附金の活用先は、「多世代向

け・未就園児のこどもと保護者向けの居場所

づくり事業」等を予定しています。 
【子どもと保護者向けの居場所事業の様子】 

「与謝野駅１００周年委員会」 

「与謝野駅周辺地域の活性化と賑わいづく

り」を活動目的として、「移住促進や企業誘

致の実施、賑わいづくりのための交流スペー

スの造成、イベント事業」などを実施してい

ます。寄附金の活用先は、「100 年先も駅と

ともにある地域として存続するための『本当

の賑わい』づくり事業」「移住・定住の促進

事業」等を予定しています。 

 

 

【ヨサノガーデンフェス 2024の様子】 
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Press Release 

報道各社 御中 

 

令和６年９月２５日 

与 謝 野 町 

 

【再配布】 

与謝野町新型コロナウイルス感染症予防接種を実施します 

～ 公費負担による高齢者対象の予防接種として実施 ～ 

 

与謝野町では、予防接種法に基づき次のとおり高齢者対象の新型コロナウイルス感染症予

防接種を以下のとおり実施します。 

 

１．実施期間 

令和６年１０月１５日（火）～令和７年１月３１日（金） 

２．対象者 

接種日において与謝野町民であり 

①満６５歳以上の方 

②満６０歳以上満６５歳未満で、心臓・腎臓・呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイル

スによる免疫の機能に身障手帳１級もしくは同程度の障害を有する方 

※運動機能による身障１級は該当しない 

３．個人負担金 

３，０００円（接種後、医療機関に支払う） 

  ※ただし、生活保護世帯の方は京都府から交付されている「保護決定通知書」を接種医

療機関に提示することで無料で接種できる。なお、公費負担は１回接種分のみ。 

４．実施方法 

・個別予防接種として実施 

※与謝野町が指定する指定医療機関に予約して接種 

※接種に必要な予診票と説明書は、１０月１日以降で指定医療機関または役場加悦庁

舎保健課、役場本庁舎と役場野田川庁舎の窓口に設置予定 

５．その他 

  ・対象者への個別通知はせず、各戸配布のチラシや広報紙、町ホームページなどでお知

らせします。 

・与謝野町指定の医療機関以外での接種を希望する場合は、事前に保健課で手続きが必

要です。 

問い合わせ先 

保健課 保健係 

担当：大泉 

電話：０７７２‐４３‐９０２２ 

資料７ 
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令
和

６
年

度

　
公

費
負

担
に
よ
る
「高

齢
者

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予

防
接

種
」
、「
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症

予
防

接
種

」
を
下

記
の
要

領
で

実
施

し
ま
す
。

与
謝

野
町

役
場

 

　

　
令

和
６
年

１０
月

１５
日

 
（火

）　
～

　
令

和
７
年

１月
３
１日

 
（金

）
地

域
☎

　
(0
77
2）

46
-
35
53

　
①
接

種
日
に
お
い
て
与

謝
野

町
に
住
所

を
有
し
、満

65
歳

以
上

の
方

大
森

内
科

診
療

所
46
-
56
32

　
②

60
歳

以
上

65
歳

未
満
で
あ
っ
て
、心

臓
、腎

臓
、呼

吸
器

の
機
能
ま
た
は
Ｈ
IV
に
関

す
る
免

疫
機

能
に
身

体
障

害
者

手
帳

１級
い
わ
さ
く診

療
所

42
-
30
18

　
　
相

当
の
障

害
を
お
持

ち
の
方

※
運

動
機

能
に
関

す
る
身

障
手

帳
１級

は
該

当
し
ま
せ
ん
。

鳥
居
ク
リ
ニ
ッ
ク

44
-
17
30

与
謝

野
町

国
保

診
療

所
42
-
36
01

（
接
種
後
、
直
接
医
療
機
関
に
支
払
っ
て
く
だ
さ
い
。
）

伊
藤

内
科

医
院

42
-
24
26

（
接
種
後
、
直
接
医
療
機
関
に
支
払
っ
て
く
だ
さ
い
。
）

岩
破

医
院

42
-
24
25

 
　

※
生

活
保

護
世

帯
の
方

は
、京

都
府
か
ら
発

行
の
「保

護
決

定
通

知
書
」
(最

新
版

)を
接

種
医

療
機

関
に
ご
提

示
くだ

さ
い
。

木
村

内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

43
-
21
34

　
 
「保

護
決

定
通

知
書
」
の
提

示
に
よ
り
、無

料
で

接
種

で
き
ま
す
。接

種
後
の
費

用
の
還

付
は
で

き
ま
せ
ん
。

42
-
26
53

味
見

診
療

所
22
-
51
20

今
出
ク
リ
ニ
ッ
ク

22
-
27
67

①
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
、新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
予
防
接
種

は
法
律
上

の
接
種
義

務
は
あ
り
ま
せ
ん
。

岡
所
・泌

尿
器

科
医

院
22
-
85
11

　
本

人
が
接

種
を
希

望
し
た
場

合
に
の
み
接

種
を
行
う
も
の
で
す
。

中
川

医
院

22
-
75
65

②
接

種
を
ご
希

望
の
方

は
、右

記
の
町
指
定
医
療
機
関

で
、接

種
し
て
くだ

さ
い
。

西
原

医
院

22
-
49
70

③
現

在
何
ら
か
の
病

気
で

治
療
中

の
方

は
、接

種
前

に
主
治
医

と
よ
く相

談
し
て
か
ら
接

種
し
て
くだ

さ
い
。

は
ま
だ
ク
リ
ニ
ッ
ク

05
0-

33
55
-
54
77

④
公

費
負

担
接

種
回

数
は
そ
れ
ぞ

れ
１回

で
す
。２

回
以
上
接
種

さ
れ
た
方
は
、２

回
目

以
降

自
費

扱
い
と
な
り
ま
す
。

府
中

診
療

所
27
-
25
77

⑤
接

種
に
必

要
な
『高

齢
者
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
予
診
票

』、
『新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症

予
防

接
種

予
診

票
』・
『説

明
書
』は

右
記

の
宮

地
医

院
22
-
05
80

　
町

指
定

医
療

機
関
ま
た
は
、加

悦
庁
舎
保
健
課

・本
庁
舎
窓
口

・野
田
川
庁
舎
窓

口
で
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Press Release 

報道各社 御中 

 

令和６年１０月３日 

与 謝 野 町 

 

アベリスツイスとの交流のあゆみ 

この交流は、第二次世界大戦中、日本軍の捕虜となり大江山ニッケル鉱山で強制労働を

強いられた英国軍人兵士のフランク・エバンス氏、旧加悦町、日本冶金工業の３者が、大

江山捕虜収容所で抑留中に亡くなった僚友を偲んで、昭和５９年に大江山運動公園に慰霊

碑を建立したことをきっかけに始まりました。 

平成４年からは友好の架け橋として高校生の相互派遣交流を進め、受け入れと派遣を交

互に行ってきました。これまでにアベリスツイスの高校生６７人、当町の高校生８３人が

お互いの町を訪問しています。 

今回は１４回目の受け入れとなります。 

アベリスツイス訪問団と「誓いと慰霊の祭事」を実施します 

～５年ぶりにアベリスツイスからの訪問団を受け入れます～ 

 

与謝野・アベリスツイス友好協会では、令和５年度に与謝野町と友好協定を締結した英国・

ウェールズのアベリスツイス (Aberystwyth)からの訪問団を５年ぶりに受け入れます。 

受け入れ期間中には、アベリスツイスからの訪問団と「誓いと慰霊の祭事」を実施します

ので、ご取材いただきますようよろしくお願いします。 

 

１．誓いと慰霊の祭事 

日 時：令和６年１０月２６日（土） 午前９時～９時３０分 

場 所：大江山運動公園グラウンド北側 慰霊碑前 

※駐車場は道の駅「シルクのまちかや」北側駐車場をご利用ください 

※滞在期間のスケジュールは別紙のとおり 

 

２．訪問団 

高校生５名(男子１名、女子４名)、町長、他２名 【計８名】 

 

３．その他 

取材いただける場合は、お手数ですが事前に担当者までご連絡ください。 

 

問い合わせ先 

与謝野・アベリスツイス友好協会事務局 

（企画財政課内） 

担当：小西 

電話：０７７２‐４３‐９０１５ 

資料８ 
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アベリスツイス高校生受け入れ事業 主なスケジュール 

 

 

月  日 主なスケジュール 

令和６年 

１０月２５日（金） 
夕方  与謝野町 着 

１０月２６日（土） 
午前  慰霊と平和の誓いの祭事（※取材可能） 

（祭事後 終日）ホストファミリーとの交流 

１０月２７日（日） 終日  ホストファミリーとの交流 

１０月２８日（月） 

午前  町長表敬訪問 

ちりめん街道等見学等 

午後  体験活動 

夕方  歓迎レセプション 

１０月２９日（火） 

午前  宮津天橋高校加悦谷学舎訪問（授業） 

午後  やすらの里見学 

  宮津天橋高校加悦谷学舎訪問（部活） 

夕方  ホストファミリーとの交流 

１０月３０日（水） 

午前  織物技能訓練センター 

加悦中学校訪問（授業） 

午後  弓道体験 

  宮津天橋高校宮津学舎訪問（部活） 

夕方  ホストファミリーとの交流 

１０月３１日（木） 
早朝  与謝野町 発 

広島平和学習（広島平和記念資料館） 

１１月 １日（金） 帰国 

 

 

別 紙 
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Press Release 

報道各社 御中 

 

令和６年１０月３日 

与 謝 野 町 

 

第１回与謝野町特別職報酬等審議会を開催します 

 

与謝野町では、町内の公共的団体等の代表者など計６名で構成する与謝野町特別職報酬等

審議会を開催します。 

現在の町長、副町長および教育長の給料の額については、合併時（平成１７年度）に協議

され定められましたが、以降、給料改定は行わず１８年が経過し、町の人口や地域経済の状

況、町の行財政環境についても大きく変化をしてきております。 

こうしたことを踏まえ、町長、副町長および教育長の給料の額について、現下の行財政環

境における職務と責任に応じた適正なものであるか、与謝野町特別職報酬等審議会へ諮問し

意見を聞くものです。 

 

１．実施期間 

令和６年１０月１８日（金） 午後２時～ 

 

２．実施会場 

与謝野町役場 本庁舎３階会議室２ 

 

３．審議会委員 

区長代表、婦人会会長、女性代表、金融機関、事業主代表、青年代表 

 

４．内容など 

町長、副町長および教育長の給料の額について審議いただきます。 

審議会は、年内に３回程度を予定し、その後答申をいただきます。 

 

５．その他 

与謝野町特別職報酬等審議会は、委員任期が２年で、２年に一回審議会を開催していま

すが、諮問することは合併以降初めてとなります。 

問い合わせ先 

総務課 人事・庶務係 

担当：中田 

電話：０７７２‐４３‐９０１０ 

資料９ 
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Press Release 

報道各社 御中 

 

令和６年１０月３日 

与 謝 野 町 

 

今後の行事予定など 

 

【イベント情報】 

１．きものでぶらりちりめん街道２０２４ 

●日 時 令和６年１０月１３日（日）午前１０時～午後３時 

●場 所 ちりめん街道一帯 

●内 容 街道市、丹後の染め織り 逸品展、クラシックコンサート、

人力車乗車体験、プロカメラマンによるフォトサービス、

きもの着付けサービス、抽選会・お茶席サービス（きもの

来場特典） 

●問合せ ちりめん街道を守り育てる会（０７７２-４３-１１６６） 

 

２．知遊館ミュージックフェスタ２０２４ 

●日 時 令和６年１０月５日（土）午後１時３０分開演 

●会 場 知遊館 ２階あじさいホール 

●内 容 合唱、オカリナ、フルート、箏、大正琴、高

校生によるアカペラなど８団体が日頃の成

果を発表 

●その他 申込不要、入場無料 

●問合せ 知遊館（０７７２-４６-２４５１） 

 

３．第１４回与謝野町駅伝競走大会 

●日 時 令和６年１０月６日（日）午前１０時３０分スタート 

●コース 旧与謝保育園前～岩滝体育館 

●問合せ 与謝野町スポーツ協会（０７７２-４６-６００６） 

 

４．坂根雅人水彩スケッチ展 

●日 時 令和６年１０月６日（日）～１１月３日（日） 午前９時～午後５時 

     ※月曜日休館 

●会 場 知遊館 展示室 

●内 容 坂根雅人さんの描いた作品約５０展を展示 

●その他 入場無料 

●問合せ 知遊館（０７７２-４６-２４５１） 

 

 

 

 

資料１０ 

28



Press Release 

報道各社 御中 

 

令和６年１０月３日 

与 謝 野 町 

 

５．スポーツフェスタよさの２０２４ 

●日 時 令和６年１０月２０日（日）午前９時３０分～正午 

●会 場 大江山運動公園グラウンド（雨天時：大江山体育館） 

●内 容 ニュースポーツ番付 

●問合せ 社会教育課（０７７２-４３-９０２６） 

 

 

 

 

 

 

 

【その他情報】 

１．与謝野町自分ごと化会議（第１回会議） 

「公共交通を考える」をテーマに、町の取り組みや課題を共有し考える「与謝野町自分

ごと化会議」を開催します。 

●日 時 令和６年１０月２７日（日）午後１時～５時 

●会 場 元気館 

●内 容 町の公共交通の課題と現在の取組みについて理解を深める（事務事業評価) 

●参加者 先に案内を送付した対象者のうち、参加すると回答のあった町民 

※１６歳以上の方の中から、無作為抽出した８００人を対象に案内を送付 

●問合せ 企画財政課（０７７２-４３-９０１５） 

 

 

 

 

２．野田川清掃 

後野区内の野田川において、後野区が野田川清掃を実施。国際ボランティア学生協会（Ｉ

ＶＵＳＡ）の協力あり。毎年秋に天然のシロサケが野田川を遡上するのに合わせ、自然豊

かな環境を地域で守り繋いでいこうと毎年実施されている活動。 

 ●日 時 令和６年１０月１３日（日）午前８時３０分～正午 

●場 所 野田川（後野区内で清掃活動を実施） ※集合場所：後野地区公民館 
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